
信州みのわ のうさんぶつかこうじょ、交流施設ぷらプラの指定管理者を募

集していましたが、指定管理期間を変更して募集します。 
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  募集期間 

平成 30 年 12 月 18 日（火）から平成 31 年 1 月 11 日（金）正午まで 

  指定管理期間 

  平成 31 年 4 月 1 日から平成 34 年 3 月 31 日まで 

  内  容 

指定期間を 3 年に延長して指定管理者を公募します。詳細は指定管理者業務 

仕様書、募集要項をご覧下さい。 

応募資格 

法人その他の団体等(個人での応募はできません。) 

詳細は募集要項をご覧ください。 

募集要項等配布場所 

箕輪町役場産業振興課窓口 また、町ホームページにも掲載しています。 
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